
平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震 

医療保険制度における医療機関の対応 （参考） 

 

 

【一部負担金等の徴収猶予及び診療報酬の請求について】 

  以下の方については、一部負担金等の徴収を猶予し、患者負担分を含め診療に要する 

費用の全額を審査支払機関に請求することができます。 

（１） 災害救助法の適用市町村から避難された被災地域の住民であり、 

（２） 以下の申し立てを行った方 

   ① 住家の全半壊、全半焼、または、これに準ずる被災をした旨 

   ② 主たる生計維持者が死亡し、または、重篤な傷病を負った旨 

   ③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨 

   ④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨 

   ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 

   ⑥ 福島第１・第２原発の事故に伴い、政府の避難指示・屋内退避指示の対象と 

    なっている方（福島第１原発から半径３０キロ圏内） 

※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。 

 

  上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合

などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。 

 

 

 

☆ 医療機関における確認等 

 ・ 上記の（１）と（２）の①～⑥（平成 23年 3 月 25日現在）のいずれかを 

  申し立てた方については、 

   ア．健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者である場合には、 

     氏名、生年月日、住所、被保険者の勤務する事業所名・所在地、連絡先 

   イ．国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者の場 

合には、 

     氏名、生年月日、住所及び連絡先（国民健康保険の被保険者については、これら

に加えて組合名） 

  を確認していただき、診療録に記載しておくこと。 

   罹災証明書等を求める必要はありません。 

 ・ 本取扱いに基づき、猶予した場合には、患者負担分を含めて 10割を審査支払機関等

へ請求すること。請求方法については、追って通知がでる予定です。 

 

－千葉県医師会－ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html
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